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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かご及び釣合おもりと、前記かご及び前記釣合おもりを昇降させる巻上機と、前記巻上
機が載せられている巻上機台と、前記かごを案内する第１及び第２のかごガイドレールと
、前記釣合おもりを案内する第１及び第２の釣合おもりガイドレールとを有し、前記かご
側から前記釣合おもり側を見たとき、前記第１のかごガイドレールと前記第１の釣合おも
りガイドレールとの間に前記第２の釣合おもりガイドレールが配置されているエレベータ
装置を設置するときに、昇降路内の上部に位置する据付位置に前記巻上機及び前記巻上機
台を据え付けるエレベータの巻上機据付方法であって、
　前記第１の釣合おもりガイドレール及び前記第１のかごガイドレールを昇降路内に設置
するレール設置工程、
　前記第１のかごガイドレールに摺動可能なかごレール側ガイド部材と、前記第１の釣合
おもりガイドレールに摺動可能なおもりレール側ガイド部材とを前記巻上機台に取り付け
るガイド部材取付工程、及び
　前記レール設置工程及び前記ガイド部材取付工程の後、前記巻上機を前記巻上機台に取
り付けた状態で前記巻上機台を揚重機で吊って、前記第１の釣合おもりガイドレールと前
記第１のかごガイドレールとに前記巻上機台を案内させながら、前記据付位置へ前記巻上
機及び前記巻上機台を上昇させる据付位置用上昇工程
　を備えているエレベータの巻上機据付方法。
【請求項２】
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　前記据付位置用上昇工程の後、前記据付位置よりも下方に前記第２の釣合おもりガイド
レールを設置する追加レール設置工程、及び
　前記追加レール設置工程の後、前記第２の釣合おもりガイドレールの上端部と前記巻上
機台とを繋ぐ接続工程
　を備えている請求項１に記載のエレベータの巻上機据付方法。
【請求項３】
　前記レール設置工程では、前記据付位置よりも下方に前記第２の釣合おもりガイドレー
ルを設置し、
　前記据付位置用上昇工程の後、前記第２の釣合おもりガイドレールの上端部と前記巻上
機台とを繋ぐ接続工程
　を備えている請求項１に記載のエレベータの巻上機据付方法。
【請求項４】
　前記据付位置用上昇工程では、前記第１のかごガイドレールのフランジ部の背面に前記
巻上機台を対向させ、前記第１のかごガイドレールのフランジ部を前記かごレール側ガイ
ド部材と前記巻上機台との間に挟んだ状態で、前記第１のかごガイドレールに前記巻上機
台を案内させる請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のエレベータの巻上機据付方法
。
【請求項５】
　前記据付位置用上昇工程では、前記第１のかごガイドレールのフランジ部の背面に前記
巻上機台を対向させ、前記第１のかごガイドレールのガイド部の端面に前記かごレール側
ガイド部材を対向させて、前記かごレール側ガイド部材と前記巻上機台との間に前記第１
のかごガイドレールを挟んだ状態で、前記第１のかごガイドレールに前記巻上機台を案内
させる請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のエレベータの巻上機据付方法。
【請求項６】
　前記レール設置工程の後、前記ガイド部材取付工程の前に、前記巻上機を前記巻上機台
に取り付けた状態で前記巻上機を前記揚重機で吊って、前記据付位置よりも低い高さに位
置する切替位置へ前記巻上機及び前記巻上機台を上昇させる切替位置用上昇工程
　を備え、
　前記ガイド部材取付工程では、前記巻上機及び前記巻上機台が前記切替位置にある状態
で、前記揚重機を前記巻上機から前記巻上機台に繋ぎ代える請求項１～請求項５のいずれ
か一項に記載のエレベータの巻上機据付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、かご及び釣合おもりを昇降させる巻上機を昇降路内の上部に位置する据付
位置に据え付けるエレベータの巻上機据付方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、巻上機の据付位置を昇降路内の天井に近づけるために、巻上機を設置した取付枠
の上下左右の４箇所にガイド部材を取り付けるとともに、取付枠の下部に吊り下げ用治具
を固定し、互いに対向する一対のガイドレールに取付枠を案内させながら、吊り下げ用治
具を巻上機及び取付枠とともに揚重機で揚重するようにしたエレベータの巻上機の据付方
法が知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来、ビーム部材上に巻上機を載せた状態で、互いに対向する一対のガイドレー
ルにビーム部材の両端部を案内させながら、ビーム部材を揚重機で揚重するエレベータの
巻上機の据付方法も知られている（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】ＷＯ２００２／０７９０６７号
【特許文献２】特開２００７－２１０７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１及び２に示されている従来のエレベータの巻上機の据付方法では、
互いに対向する一対のガイドレールに巻上機の固定部材を案内させるので、互いに対向す
る一対のガイドレール間の範囲でしか巻上機を運搬することができず、巻上機の据付位置
の自由度が低くなってしまう。特に、一方のガイドレールの上方に巻上機の据付位置があ
る場合には、一対のガイドレールに巻上機を案内させるたけでは巻上機を据付位置に運ぶ
ことができなくなってしまう。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、巻上機の据付位
置の自由度を向上させることができるとともに、巻上機及び巻上機台を据付位置に容易に
据え付けることができるエレベータの巻上機据付方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明によるエレベータの巻上機据付方法は、かご及び釣合おもりと、かご及び釣合
おもりを昇降させる巻上機と、巻上機が載せられている巻上機台と、かごを案内する第１
及び第２のかごガイドレールと、釣合おもりを案内する第１及び第２の釣合おもりガイド
レールとを有し、かご側から釣合おもり側を見たとき、第１のかごガイドレールと第１の
釣合おもりガイドレールとの間に第２の釣合おもりガイドレールが配置されているエレベ
ータ装置を製造するときに、昇降路内の上部に位置する据付位置に巻上機及び巻上機台を
据え付けるエレベータの巻上機据付方法であって、第１の釣合おもりガイドレール及び第
１のかごガイドレールを昇降路内に設置するレール設置工程、第１のかごガイドレールに
摺動可能なかごレール側ガイド部材と、第１の釣合おもりガイドレールに摺動可能なおも
りレール側ガイド部材とを巻上機台に取り付けるガイド部材取付工程、及びレール設置工
程及びガイド部材取付工程の後、巻上機を巻上機台に取り付けた状態で巻上機台を揚重機
で吊って、第１の釣合おもりガイドレールと第１のかごガイドレールとに巻上機台を案内
させながら、据付位置へ巻上機及び巻上機台を上昇させる据付位置用上昇工程を備えてい
る。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によるエレベータの巻上機据付方法によれば、互いに対向する第１及び第２の
釣合おもりガイドレール間の範囲から外れた据付位置へ巻上機及び巻上機台を揚重機で運
搬することができる。これにより、巻上機の据付位置の自由度を向上させることができる
とともに、巻上機及び巻上機台を据付位置に容易に据え付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータの巻上機据付方法によって巻上機が据
え付けられたエレベータ装置を示す上面図である。
【図２】図１のかご側から釣合おもり側を見たときのエレベータ装置を示す上部側面図で
ある。
【図３】図２の昇降路内にそれぞれ設置されている第１のかごガイドレール及び第１の釣
合おもりガイドレールを示す上部側面図である。
【図４】図２の巻上機台に取り付けられた巻上機が２台の揚重機で吊られている状態を示
す上部側面図である。
【図５】図４のかごレール側ガイド部材及びおもりレール側ガイド部材が巻上機台に取り
付けられ、２台の揚重機の移動チェーンが巻上機台に繋がっている状態を示す上部側面図
である。



(4) JP 6537720 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図である。
【図７】図６のかごレール側ガイド部材を示す拡大図である。
【図８】図５の巻上機及び巻上機台が据付位置にある状態を示す上部側面図である。
【図９】この発明の実施の形態２によるエレベータの巻上機据付方法において、かごレー
ル側ガイド部材及びおもりレール側ガイド部材が巻上機台に取り付けられ、２台の揚重機
の移動チェーンが巻上機台に繋がっている状態を示す上部側面図である。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図１１】図１０のかごレール側ガイド部材を示す拡大図である。
【図１２】この発明の実施の形態３によるエレベータの巻上機据付方法のレール設置工程
で昇降路内にそれぞれ設置される第１のかごガイドレール、第１の釣合おもりガイドレー
ル及び第２の釣合おもりガイドレールを示す上部側面図である。
【図１３】この発明の実施の形態３によるエレベータの巻上機据付方法の切替位置用上昇
工程において巻上機が切替位置で２台の揚重機によって吊られている状態を示す上部側面
図である。
【図１４】図１３の巻上機台にかごレール側ガイド部材及びおもりレール側ガイド部材が
取り付けられ、２台の揚重機の移動チェーンが巻上機台に繋がっている状態を示す上部側
面図である。
【図１５】図１４の巻上機及び巻上機台が据付位置にある状態を示す上部側面図である。
【図１６】図１５の第２の釣合おもりガイドレールの上端部に固定されたレール固定部と
巻上機台との間の空間に接続柱及びスペーサを介在させた状態を示す上部側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１によるエレベータの巻上機据付方法によって巻上機が
据え付けられたエレベータ装置を示す上面図である。また、図２は、図１のかご側から釣
合おもり側を見たときのエレベータ装置を示す上部側面図である。図において、昇降路１
内には、かご２及び釣合おもり３が昇降可能に設けられている。昇降路１には、昇降路１
の幅方向について対向する一対の昇降路壁面１ａ，１ｂが形成されている。かご２は、底
面、上面、正面、背面及び一対の側面を有している。かご２の一方の側面は、空間を介し
て一方の昇降路壁面１ａに対向しており、かご２の他方の側面は、空間を介して他方の昇
降路壁面１ｂに対向している。かご２の正面には、かご出入口が設けられている。かご２
は、上から見たとき、かご出入口を各階の乗場４に向けて配置されている。
【００１１】
　釣合おもり３は、上から見たとき、一方の昇降路壁面１ａとかご２の一方の側面との間
の空間に配置されている。即ち、本実施の形態でのエレベータ装置は、釣合おもり横落ち
タイプのエレベータ装置になっている。
【００１２】
　昇降路１内には、第１のかごガイドレール５、第２のかごガイドレール６、第１の釣合
おもりガイドレール７及び第２の釣合おもりガイドレール８が設置されている。
【００１３】
　第１のかごガイドレール５、第２のかごガイドレール６、第１の釣合おもりガイドレー
ル７及び第２の釣合おもりガイドレール８のそれぞれは、上下方向に沿って配置された板
状のフランジ部と、フランジ部から水平に突出しフランジ部の長手方向に沿って配置され
たガイド部とを有している。第１のかごガイドレール５、第２のかごガイドレール６、第
１の釣合おもりガイドレール７及び第２の釣合おもりガイドレール８のそれぞれの断面形
状は、フランジ部及びガイド部によってＴ字状になっている。
【００１４】
　第１及び第２のかごガイドレール５，６は、昇降路１の幅方向について各ガイド部を互
いに対向させた状態で配置されている。かご２は、第１のかごガイドレール５と第２のか
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ごガイドレール６との間に配置されている。第１のかごガイドレール５は、一方の昇降路
壁面１ａとかご２の一方の側面との間の空間に配置され、第２のかごガイドレール６は、
他方の昇降路壁面１ｂとかごの他方の側面との間の空間に配置されている。かご２は、第
１及び第２のかごガイドレール５，６のそれぞれのガイド部に案内されながら昇降路１内
を昇降する。
【００１５】
　第１及び第２の釣合おもりガイドレール７，８は、昇降路１の奥行き方向、即ち昇降路
１の幅方向及び上下方向のいずれにも直交する方向について各ガイド部を互いに対向させ
た状態で配置されている。これにより、昇降路１を上から見たときには、図１に示すよう
に、第１及び第２のかごガイドレール５，６のそれぞれのガイド部を結ぶ直線Ａと、第１
及び第２の釣合おもりガイドレール７，８のそれぞれのガイド部を結ぶ直線Ｂとが、互い
に直交している。また、第１のかごガイドレール５のフランジ部の背面は、上から見たと
き、第１及び第２の釣合おもりガイドレール７，８のそれぞれのガイド部を結ぶ直線Ｂに
沿った方向に配置されている。
【００１６】
　釣合おもり３は、第１の釣合おもりガイドレール７と第２の釣合おもりガイドレール８
との間に配置されている。釣合おもり３、第１の釣合おもりガイドレール７及び第２の釣
合おもりガイドレール８は、上から見たとき、一方の昇降路壁面１ａとかご２の一方の側
面との間の空間に配置されている。また、釣合おもり３、第１の釣合おもりガイドレール
７及び第２の釣合おもりガイドレール８は、上から見たとき、第１及び第２のかごガイド
レール５，６のそれぞれのガイド部を結ぶ直線Ａに対して、乗場４からみて奥側に配置さ
れている。釣合おもり３は、第１及び第２の釣合おもりガイドレール７，８のそれぞれの
ガイド部に案内されながら昇降路１内を昇降する。
【００１７】
　昇降路１内の上部には、かご２及び釣合おもり３を昇降させる駆動装置である巻上機９
と、巻上機９が載せられている巻上機台１０とが設けられている。この例では、径方向寸
法が軸線方向寸法よりも大きい薄型巻上機が巻上機９として用いられている。
【００１８】
　巻上機９及び巻上機台１０は、釣合おもり３の昇降範囲よりも上方に配置されている。
また、巻上機９及び巻上機台１０は、上から見たとき、一方の昇降路壁面１ａとかご２の
側面との間の空間に配置されている。さらに、巻上機９及び巻上機台１０は、上から見た
とき、釣合おもり３の領域の一部に重なり、かつかご２の領域外に配置されている。
【００１９】
　巻上機９は、モータを含む巻上機本体９１と、巻上機本体９１に回転可能に設けられ巻
上機本体９１の駆動力により回転する駆動綱車９２とを有している。巻上機９は、駆動綱
車９２の回転軸を水平にした状態で配置されている。この例では、図１に示すように、駆
動綱車９２をかご２側に向け、巻上機本体９１をかご２とは反対側、即ち昇降路壁面１ａ
側に向けた状態で巻上機９が配置されている。
【００２０】
　巻上機台１０は、巻上機９を下から受けている。即ち、巻上機９は、巻上機台１０の上
面に取り付けられている。また、巻上機台１０の一部は、第１のかごガイドレール５のフ
ランジ部の背面に対向している。さらに、巻上機台１０は、かご２側から釣合おもり３側
を見たとき、第１のかごガイドレール５と交差して水平に配置されている。
【００２１】
　巻上機９及び第２の釣合おもりガイドレール８は、かご２側から釣合おもり３側を見た
とき、図２に示すように、第１のかごガイドレール５と第１の釣合おもりガイドレール７
との間に配置されている。第１のかごガイドレール５は、ガイド部の端面をかご２側に向
けて配置されている。第１の釣合おもりガイドレール７及び第２の釣合おもりガイドレー
ル８のそれぞれは、ガイド部の側面をかご２側に向けて配置されている。
【００２２】
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　第２の釣合おもりガイドレール８の上端部の高さ位置は、第１のかごガイドレール５及
び第１の釣合おもりガイドレール７のそれぞれの上端部の高さ位置よりも低くなっている
。巻上機９及び巻上機台１０は、図２に示すように、第２の釣合おもりガイドレール８の
上端部の上方に位置する据付位置に据え付けられている。第２の釣合おもりガイドレール
８は、上から見たとき、図１に示すように、巻上機９の領域内に収まっている。
【００２３】
　第２の釣合おもりガイドレール８の上端部と巻上機台１０との間には、図２に示すよう
に、支持固定部材１１が取り付けられている。支持固定部材１１は、第２の釣合おもりガ
イドレール８の上端部に固定されたレール固定部１１ａと、レール固定部１１ａと巻上機
台１０との間で互いに重なる複数のスペーサ１１ｂとを有している。巻上機台１０と第２
の釣合おもりガイドレール８とは、支持固定部材１１を介して繋がっている。また、巻上
機台１０は、支持固定部材１１を介して第２の釣合おもりガイドレール８に支持されてい
る。支持固定部材１１は、第２の釣合おもりガイドレール８及び巻上機台１０のそれぞれ
に例えばボルトによって固定されている。
【００２４】
　第１のかごガイドレール５には支持固定部材１２が取り付けられ、第１の釣合おもりガ
イドレール７には支持固定部材１３が取り付けられている。巻上機台１０は、支持固定部
材１２，１３に載せられている。巻上機台１０は、支持固定部材１２を介して第１のかご
ガイドレール５に支持され、支持固定部材１３を介して第１の釣合おもりガイドレール７
に支持されている。支持固定部材１２は第１のかごガイドレール５及び巻上機台１０のそ
れぞれに例えばボルトによって固定され、支持固定部材１３は第１の釣合おもりガイドレ
ール７及び巻上機台１０のそれぞれに例えばボルトによって固定されている。
【００２５】
　昇降路１内には、図２に示すように、第１のかごガイドレール５を保持する複数のレー
ルブラケット１４が上下方向へ互いに間隔を置いて固定されている。また、昇降路１内に
は、第２のかごガイドレール６を保持する図示しない複数のレールブラケットが上下方向
へ互いに間隔を置いて固定されている。また、昇降路１内には、第１の釣合おもりガイド
レール７を保持する複数のレールブラケット１５が上下方向へ互いに間隔を置いて固定さ
れている。さらに、昇降路１内には、第２の釣合おもりガイドレール８を保持する複数の
レールブラケット１６が上下方向へ互いに間隔を置いて固定されている。
【００２６】
　巻上機台１０は、第１のかごガイドレール５を保持する複数のレールブラケット１４の
うち、上から１段目、即ち最上段のレールブラケット１４ａと、上から２段目のレールブ
ラケット１４ｂとの間の高さ位置で、かつ第１の釣合おもりガイドレール７を保持する複
数のレールブラケット１５のうち、上から１段目、即ち最上段のレールブラケット１５ａ
と、上から２段目のレールブラケット１５ｂとの間の高さ位置に配置されている。
【００２７】
　かご２の下部には、図示しない一対のかご吊り車が設けられている。釣合おもり３の上
部には、釣合おもり吊り車１７が設けられている。昇降路１内の上部には、図示しないお
もり側主索端装置及びかご側主索端装置が設けられている。
【００２８】
　かご２及び釣合おもり３は、懸架体である複数本のロープ１８により吊り下げられてい
る。かご２及び釣合おもり３を吊り下げる懸架体としては、例えば複数本のベルトを用い
てもよい。各ロープ１８は、第１の端部及び第２の端部を有している。各ロープ１８の第
１の端部はかご側主索端装置に接続され、各ロープ１８の第２の端部はおもり側主索端装
置に接続されている。各ロープ１８は、第１の端部から、一対のかご吊り車、駆動綱車９
２、釣合おもり吊り車１７に順次巻き掛けられ、第２の端部に達している。これにより、
かご２及び釣合おもり３は、２：１ローピング方式で吊り下げられている。かご２及び釣
合おもり３は、巻上機本体９１の駆動力により駆動綱車９２が回転すると、駆動綱車９２
の回転に応じて昇降路１内を昇降する。
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【００２９】
　次に、エレベータ装置を製造するときに、昇降路１内の上部に位置する据付位置に巻上
機９及び巻上機台１０を据え付ける手順について説明する。巻上機９及び巻上機台１０を
昇降路１内の据付位置に据え付けるときには、まず、第１のかごガイドレール５、第２の
かごガイドレール６及び第１の釣合おもりガイドレール７を昇降路１内に設置する。この
とき、第１のかごガイドレール５、第２のかごガイドレール６及び第１の釣合おもりガイ
ドレール７は、一定の長さを持つ複数のレール部材を繋ぎ合わせてそれぞれ構成する。
【００３０】
　また、このとき、第２の釣合おもりガイドレール８は、昇降路１内にまだ設置しない。
なお、このとき、第２の釣合おもりガイドレール８は、全体を昇降路１内に設置すること
はしないが、一定の長さを持つ複数のレール部材を下から繋ぎ合わせて、第２の釣合おも
りガイドレール８の一部のみを昇降路１内に構成しておいてもよい。即ち、このとき、第
２の釣合おもりガイドレール８は、最上段のレール部材までは昇降路１内に設置しないよ
うにする。
【００３１】
　図３は、図２の昇降路１内にそれぞれ設置されている第１のかごガイドレール５及び第
１の釣合おもりガイドレール７を示す上部側面図である。第１のかごガイドレール５は複
数のレールブラケット１４によって昇降路１内に設置し、第１の釣合おもりガイドレール
７は複数のレールブラケット１５によって昇降路１内に設置する。第１のかごガイドレー
ル６も、複数のレールブラケットによって昇降路１内に設置する（以上、レール設置工程
）。
【００３２】
　この後、後述の図４に示すように、巻上機９を巻上機台１０に取り付け、巻上機９を巻
上機台１０に取り付けた状態で、据付位置よりも低い高さに位置する切替位置へ巻上機９
及び巻上機台１０を２台の揚重機で上昇させる。揚重機としては、例えばチェーンブロッ
ク等が用いられる。
【００３３】
　図４は、図２の巻上機台１０に取り付けられた巻上機９が２台の揚重機で吊られている
状態を示す上部側面図である。２台の揚重機２１は、昇降路１内の頂部に固定されている
２つの揚重ビーム２２に取り付けられる。また、巻上機９の巻上機本体９１には、頭部に
リングの付いた２つのアイボルト２３が固定されている。各アイボルト２３の位置は、巻
上機９の重心位置よりも高い位置になっている。巻上機９は、各揚重機２１の移動チェー
ンのフックを巻上機９の各アイボルト２３にそれぞれ繋げた状態で、各揚重機２１によっ
て上昇させる。このとき、２台の揚重機２１による巻上機９及び巻上機台１０の吊り点の
位置が、巻上機９及び巻上機台１０の重心位置よりも上方にあるので、巻上機９及び巻上
機台１０が安定して上昇する。
【００３４】
　巻上機９及び巻上機台１０が切替位置に達すると、昇降路１内に固定された仮置き台に
巻上機台１０を一旦載せる。このとき、巻上機台１０の側面を第１のかごガイドレール５
のフランジ部の背面に対向させ、巻上機台１０の端部を第１の釣合おもりガイドレール７
のガイド部の端面に対向させる。この例では、第１のかごガイドレール５を保持する複数
のレールブラケット１４の上から２段目のレールブラケット１４ｂが仮置き台になってい
る（以上、切替位置用上昇工程）。
【００３５】
　この後、巻上機９及び巻上機台１０が切替位置にある状態で、後述の図５に示すように
、第１のかごガイドレール５に摺動可能なかごレール側ガイド部材３１と、第１の釣合お
もりガイドレール７に摺動可能なおもりレール側ガイド部材３２とを巻上機台１０に取り
付けるとともに、各揚重機２１の移動チェーンを巻上機９の巻上機本体９１から巻上機台
１０に繋ぎ代える。
【００３６】



(8) JP 6537720 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

　図５は、図４のかごレール側ガイド部材３１及びおもりレール側ガイド部材３２が巻上
機台１０に取り付けられ、２台の揚重機２１の移動チェーンが巻上機台１０に繋がってい
る状態を示す上部側面図である。また、図６は、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図であ
る。さらに、図７は、図６のかごレール側ガイド部材３１を示す拡大図である。
【００３７】
　かごレール側ガイド部材３１は、第１のかごガイドレール５のフランジ部の前面に対向
させた状態で巻上機台１０に例えばボルトによって固定する。これにより、第１のかごガ
イドレール５のフランジ部の厚さ方向について巻上機台１０とかごレール側ガイド部材３
１との間に第１のかごガイドレール５のフランジ部が挟まれた状態になり、巻上機台１０
の側面及びかごレール側ガイド部材３１が第１のかごガイドレール５のフランジ部に摺動
可能になる。
【００３８】
　おもりレール側ガイド部材３２は、水平に配置された板状部材である。おもりレール側
ガイド部材３２には、図６に示すように、第１の釣合おもりガイドレール７のガイド部が
挿入される凹部３２ａが設けられている。おもりレール側ガイド部材３２は、凹部３２ａ
に第１の釣合おもりガイドレール７のガイド部を挿入させた状態で巻上機台１０に例えば
ボルトによって固定する。これにより、おもりレール側ガイド部材３２は、凹部３２ａの
内面で第１の釣合おもりガイドレール７のガイド部に摺動可能になる。
【００３９】
　巻上機台１０の上面には、頭部にリングの付いた２つのアイボルト３３が固定されてい
る。２つのアイボルト３３は、巻上機９の幅方向両側に配置されている。この例では、巻
上機９に固定された２つのアイボルト２３から、巻上機台１０に固定された２つのアイボ
ルト３３に各揚重機２１の移動チェーンを繋ぎ代えることにより、各揚重機２１の移動チ
ェーンを巻上機９から巻上機台１０に繋ぎ代える。これにより、巻上機９及び巻上機台１
０に対する各揚重機２１の吊り点の位置が、巻上機９及び巻上機台１０の重心位置よりも
低くなる（以上、ガイド部材取付工程）。
【００４０】
　この後、巻上機９を巻上機台１０に取り付けた状態で巻上機台１０を２台の揚重機２１
で吊って、巻上機９及び巻上機台１０を切替位置から据付位置へ各揚重機２１によって上
昇させる。このとき、巻上機台１０は、かごレール側ガイド部材３１によって第１のかご
ガイドレール５に案内され、おもりレール側ガイド部材３２によって第１の釣合おもりガ
イドレール７に案内されながら上昇する。即ち、巻上機台１０は、第１のかごガイドレー
ル５のフランジ部が巻上機台１０とかごレール側ガイド部材３１との間に挟まれた状態で
第１のかごガイドレール５に案内され、第１の釣合おもりガイドレール７のガイド部がお
もりレール側ガイド部材３２の凹部３２ａに挿入された状態で第１の釣合おもりガイドレ
ール７に案内される。巻上機台１０が第１のかごガイドレール５に案内されているときに
は巻上機台１０が第１のかごガイドレール５のフランジ部の背面に接触し、巻上機台１０
が第１の釣合おもりガイドレール７に案内されているときには第１の釣合おもりガイドレ
ール７のガイド部がおもりレール側ガイド部材３２の凹部３２ａの内面に接触する。これ
により、巻上機９及び巻上機台１０は安定して上昇する（以上、据付位置用上昇工程）。
【００４１】
　図８は、図５の巻上機９及び巻上機台１０が据付位置にある状態を示す上部側面図であ
る。巻上機９及び巻上機台１０が据付位置に達して巻上機９及び巻上機台１０の上昇を停
止した後、巻上機台１０を下から受ける支持固定部材１２を第１のかごガイドレール５に
固定するとともに、巻上機台１０を下から受ける支持固定部材１３を第１の釣合おもりガ
イドレール７に固定し、各支持固定部材１２，１３に巻上機台１０を例えばボルトによっ
て固定する。これにより、巻上機９及び巻上機台１０は、据付位置に配置された状態で第
１のかごガイドレール５及び第１の釣合おもりガイドレール７のそれぞれに支持される（
以上、巻上機台支持工程）。
【００４２】
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　この後、図２に示すように、上記のレール設置工程で設置していなかった第２の釣合お
もりガイドレール８を、巻上機９及び巻上機台１０の据付位置よりも下方に設置する。こ
のとき、複数のレールブラケット１６によって第２の釣合おもりガイドレール８を設置す
る（以上、追加レール設置工程）。
【００４３】
　この後、図２に示すように、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部と巻上機台１０
とを支持固定部材１１によって繋ぐ。このとき、支持固定部材１１のスペーサ１１ｂの数
を調整することにより支持固定部材１１の高さ寸法を調整し、第２の釣合おもりガイドレ
ール８の上端部と巻上機台１０との間に支持固定部材１１を介在させる。支持固定部材１
１は、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部及び巻上機台１０のそれぞれに例えばボ
ルトによって固定する。これにより、巻上機９及び巻上機台１０は、第１のかごガイドレ
ール５及び第１の釣合おもりガイドレール７だけでなく、第２の釣合おもりガイドレール
８でも支持される（以上、接続工程）。
【００４４】
　この後、２台の揚重機２１を撤去する（揚重機撤去工程）。このようにして、巻上機９
及び巻上機台１０を昇降路１内の据付位置に据え付ける。
【００４５】
　この後、一対のかご吊り車が設けられたかご２を第１及び第２のかごガイドレール５，
６間に配置するとともに、釣合おもり吊り車１７が設けられた釣合おもり３を第１及び第
２の釣合おもりガイドレール７，８間に配置し、各ロープ１８を、かご側主索端装置から
、一対のかご吊り車、駆動綱車９２、釣合おもり吊り車１７に順次巻き掛け、おもり側主
索端装置に接続することにより、かご２及び釣合おもり３を各ロープ１８で吊り下げる。
このようにして、エレベータ装置を製造する。
【００４６】
　このようなエレベータの巻上機据付方法では、巻上機９を巻上機台１０に取り付けた状
態で巻上機台１０を揚重機２１で吊って、第１のかごガイドレール５と第１の釣合おもり
ガイドレール７とに巻上機台１０を案内させながら、巻上機９及び巻上機台１０を据付位
置へ上昇させるので、互いに対向する第１及び第２の釣合おもりガイドレール７，８間の
範囲から外れた据付位置、即ち第２の釣合おもりガイドレール８の上方に位置する据付位
置へ巻上機９及び巻上機台１０を揚重機２１で運搬することができる。これにより、揚重
機２１で巻上機９及び巻上機台１０を運搬する範囲を広げることができ、巻上機９及び巻
上機台１０の据付位置の自由度を向上させることができるとともに、巻上機９及び巻上機
台１０を据付位置に容易に据え付けることができる。
【００４７】
　また、巻上機９及び巻上機台１０を据付位置へ上昇させる据付位置用上昇工程の後に、
据付位置に配置された巻上機９及び巻上機台１０の下方に第２の釣合おもりガイドレール
８を設置する追加レール設置工程を行うので、据付位置用上昇工程において第２の釣合お
もりガイドレール８が邪魔にならずに巻上機９及び巻上機台１０を上昇させることができ
、据付位置用上昇工程での作業効率の向上を図ることができる。
【００４８】
　また、据付位置用上昇工程では、第１のかごガイドレール５のフランジ部をかごレール
側ガイド部材３１と巻上機台１０との間に挟んだ状態で、第１のかごガイドレール５に巻
上機台１０を案内させるので、第１のかごガイドレール５のガイド部の向きが、第１の釣
合おもりガイドレール７のガイド部の向きとは異なっていても、第１の釣合おもりガイド
レール７及び第１のかごガイドレール５によって巻上機台１０を安定して案内することが
できる。
【００４９】
　また、巻上機９を巻上機台１０に取り付けた状態で巻上機９を揚重機２１で吊って、据
付位置よりも低い高さに位置する切替位置へ巻上機９及び巻上機台１０を上昇させる切替
位置用上昇工程の後、揚重機２１を巻上機９から巻上機台１０に繋ぎ代えるので、昇降路
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１内の据付位置に近い切替位置までは、揚重機２１による吊り点の位置を巻上機９及び巻
上機台１０の重心位置よりも高い位置にした状態で巻上機９及び巻上機台１０を上昇させ
ることができる。これにより、巻上機９及び巻上機台１０を切替位置へ安定して運びやす
くすることができ、巻上機９及び巻上機台１０を揚重機２１で上昇させる作業をさらに効
率良く行うことができる。
【００５０】
　なお、上記の例では、切替位置用上昇工程において巻上機台１０が載せられる仮置き台
として、第１のかごガイドレール５を保持するレールブラケット１４ｂが用いられている
が、これに限定されず、切替位置用上昇工程で巻上機９及び巻上機台１０が切替位置に達
したときに、例えばレールブラケット１４ｂとは別個に昇降路１内に固定されている専用
の仮置き台に巻上機台１０を載せてもよい。
【００５１】
　実施の形態２．
　図９は、この発明の実施の形態２によるエレベータの巻上機据付方法において、かごレ
ール側ガイド部材３１及びおもりレール側ガイド部材３２が巻上機台１０に取り付けられ
、２台の揚重機２１の移動チェーンが巻上機台１０に繋がっている状態を示す上部側面図
である。また、図１０は、図９のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。さらに、図１１は、図
１０のかごレール側ガイド部材３１を示す拡大図である。本実施の形態での巻上機９及び
巻上機台１０を据付位置に据え付けるときの手順は、実施の形態１と同様である。本実施
の形態では、かごレール側ガイド部材３１の構成が実施の形態１と異なっている。
【００５２】
　即ち、ガイド部材取付工程においてかごレール側ガイド部材３１を巻上機台１０に取り
付けるときには、巻上機台１０の側面を第１のかごガイドレール５のフランジ部の背面に
対向させ、かごレール側ガイド部材３１を第１のかごガイドレール５のガイド部の端面に
対向させた状態で、かごレール側ガイド部材３１を巻上機台１０に例えばボルトによって
固定する。これにより、巻上機台１０とかごレール側ガイド部材３１との間に第１のかご
ガイドレール５が挟まれた状態になる。また、巻上機台１０が第１のかごガイドレール５
の背面に摺動可能になり、かごレール側ガイド部材３１が第１のかごガイドレール５のガ
イド部の端面に摺動可能になる。
【００５３】
　ガイド部材取付工程後の据付位置用上昇工程では、巻上機台１０の側面を第１のかごガ
イドレール５のフランジ部の背面に対向させ、かごレール側ガイド部材３１を第１のかご
ガイドレール５のガイド部の端面に対向させて、第１のかごガイドレール５を巻上機台１
０とかごレール側ガイド部材３１との間に挟んだ状態で、巻上機台１０を第１のかごガイ
ドレール５に案内させる。また、据付位置用上昇工程では、第１の釣合おもりガイドレー
ル７のガイド部をおもりレール側ガイド部材３２の凹部３２ａに挿入させた状態で、巻上
機台１０を第１の釣合おもりガイドレール７に案内させる。他の構成及び手順は実施の形
態１と同様である。
【００５４】
　このようなエレベータの巻上機据付方法では、巻上機台１０の側面を第１のかごガイド
レール５のフランジ部の背面に対向させ、かごレール側ガイド部材３１を第１のかごガイ
ドレール５のガイド部の端面に対向させた状態で、巻上機台１０を第１のかごガイドレー
ル５に案内させるので、第１のかごガイドレール５のガイド部の向きが、第１の釣合おも
りガイドレール７のガイド部の向きとは異なっていても、第１の釣合おもりガイドレール
７及び第１のかごガイドレール５によって巻上機台１０を安定して案内することができる
。
【００５５】
　実施の形態３．
　図１２は、この発明の実施の形態３によるエレベータの巻上機据付方法のレール設置工
程で昇降路１内にそれぞれ設置される第１のかごガイドレール５、第１の釣合おもりガイ
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ドレール７及び第２の釣合おもりガイドレール８を示す上部側面図である。巻上機９及び
巻上機台１０を昇降路１内の据付位置に据え付けるときには、まず、第１のかごガイドレ
ール５、第２のかごガイドレール６、第１の釣合おもりガイドレール７及び第２の釣合お
もりガイドレール８を昇降路１内に設置する。
【００５６】
　即ち、実施の形態１及び２のレール設置工程では、第２の釣合おもりガイドレール８を
昇降路１内に設置しないが、本実施の形態のレール設置工程では、図１２に示すように、
第１のかごガイドレール５、第２のかごガイドレール６、第１の釣合おもりガイドレール
７だけでなく、第２の釣合おもりガイドレール８も昇降路１内に設置する（以上、レール
設置工程）。
【００５７】
　レール設置工程の後、巻上機９を巻上機台１０に取り付け、巻上機９を巻上機台１０に
取り付けた状態で、実施の形態１の切替位置用上昇工程と同様にして、据付位置よりも低
い高さの切替位置へ巻上機９及び巻上機台１０を２台の揚重機２１で上昇させる。
【００５８】
　図１３は、この発明の実施の形態３によるエレベータの巻上機据付方法の切替位置用上
昇工程において巻上機９が切替位置で２台の揚重機２１によって吊られている状態を示す
上部側面図である。切替位置用上昇工程では、巻上機９及び巻上機台１０が切替位置に達
すると、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部に固定されているレール固定部１１ａ
に巻上機台１０を一旦載せて、巻上機９及び巻上機台１０を第２の釣合おもりガイドレー
ル８で一旦支える。従って、この例では、レール固定部１１ａが、昇降路１内に固定され
た仮置き台になっている（以上、切替位置用上昇工程）。
【００５９】
　切替位置用上昇工程の後、実施の形態１と同様のかごレール側ガイド部材３１及びおも
りレール側ガイド部材３２を巻上機台１０に取り付けるとともに、２台の揚重機２１の移
動チェーンを巻上機９から巻上機台１０に繋ぎ代える。
【００６０】
　図１４は、図１３の巻上機台１０にかごレール側ガイド部材３１及びおもりレール側ガ
イド部材３２が取り付けられ、２台の揚重機２１の移動チェーンが巻上機台１０に繋がっ
ている状態を示す上部側面図である。かごレール側ガイド部材３１及びおもりレール側ガ
イド部材３２は、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部に固定されたレール固定部１
１ａに巻上機台１０を載せた状態で、実施の形態１と同様にして例えばボルトによって巻
上機台１０に固定する。また、２台の揚重機２１の移動チェーンも、第２の釣合おもりガ
イドレール８の上端部に固定されたレール固定部１１ａに巻上機台１０を載せた状態で、
実施の形態１と同様にして巻上機９から巻上機台１０に繋ぎ代える（以上、ガイド部材取
付工程）。
【００６１】
　この後、実施の形態１と同様に、巻上機９を巻上機台１０に取り付けた状態で巻上機台
１０を２台の揚重機２１で吊って、切替位置から据付位置へ各揚重機２１によって巻上機
９及び巻上機台１０を上昇させる。これにより、第２の釣合おもりガイドレール８の上端
部に固定されたレール固定部１１ａから巻上機台１０が上方へ離れ、巻上機台１０とレー
ル固定部１１ａとの間に空間が生じる（以上、据付位置用上昇工程）。
【００６２】
　図１５は、図１４の巻上機９及び巻上機台１０が据付位置にある状態を示す上部側面図
である。据付位置用上昇工程の後、実施の形態１と同様にして、支持固定部材１２を第１
のかごガイドレール５に固定するとともに、支持固定部材１３を第１の釣合おもりガイド
レール７に固定し、各支持固定部材１２，１３に巻上機台１０を例えばボルトによって固
定する。これにより、巻上機９及び巻上機台１０は、据付位置に配置された状態で第１の
かごガイドレール５及び第１の釣合おもりガイドレール７のそれぞれに支持される（以上
、巻上機台支持工程）。
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　この後、巻上機台１０とレール固定部１１ａとの間の空間に接続柱及びスペーサを介在
させて、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部と巻上機台１０とを繋ぐ。
【００６４】
　図１６は、図１５の第２の釣合おもりガイドレール８の上端部に固定されたレール固定
部１１ａと巻上機台１０との間の空間に接続柱及びスペーサを介在させた状態を示す上部
側面図である。レール固定部１１ａと巻上機台１０との間には、接続柱１１ｃ及び複数の
スペーサ１１ｂを介在させる。これにより、レール固定部１１ａ、複数のスペーサ１１ｂ
及び接続柱１１ｃを含む支持固定部材１１が、第２の釣合おもりガイドレール８の上端部
と巻上機台１０との間に介在する。
【００６５】
　支持固定部材１１の高さ寸法は、スペーサ１１ｂの数を調整することにより調整する。
また、接続柱１１ｃは、レール固定部１１ａ及び巻上機台１０のそれぞれに例えばボルト
によって固定する。これにより、巻上機台１０と第２の釣合おもりガイドレール８とは、
支持固定部材１１を介して互いに繋がる。巻上機９及び巻上機台１０は、支持固定部材１
１を介して第２の釣合おもりガイドレール８に支持される（以上、接続工程）。
【００６６】
　この後、実施の形態１と同様にして、２台の揚重機２１を撤去する（揚重機撤去工程）
。このようにして、巻上機９及び巻上機台１０を昇降路１内の据付位置に据え付ける。
【００６７】
　この後、実施の形態１と同様にして、一対のかご吊り車が設けられたかご２を第１及び
第２のかごガイドレール５，６間に配置するとともに、釣合おもり吊り車１７が設けられ
た釣合おもり３を第１及び第２の釣合おもりガイドレール７，８間に配置し、各ロープ１
８を、かご側主索端装置から、一対のかご吊り車、駆動綱車９２、釣合おもり吊り車１７
に順次巻き掛け、おもり側主索端装置に接続することにより、かご２及び釣合おもり３を
各ロープ１８で吊り下げる。このようにして、エレベータ装置を製造する。
【００６８】
　このようなエレベータの巻上機据付方法では、据付位置用上昇工程よりも前のレール設
置工程において、巻上機９及び巻上機台１０の据付位置よりも下方に第２の釣合おもりガ
イドレール８を設置するので、巻上機９及び巻上機台１０が邪魔にならずに第２の釣合お
もりガイドレール８の設置作業を行うことができ、第２の釣合おもりガイドレール８の設
置作業の効率を向上させることができる。また、巻上機台１０を第２の釣合おもりガイド
レール８に支持させた状態で、各揚重機２１の移動チェーンを巻上機９から巻上機台１０
に繋ぎ代えることができるので、各揚重機２１の移動チェーンを巻上機９から巻上機台１
０に繋ぎ代えるために巻上機台１０を載せておく専用の仮置き台を昇降路１内に設ける必
要がなく、部品点数の増加の防止を図ることができる。
【００６９】
　なお、上記の例では、第１のかごガイドレール５のフランジ部の前面にかごレール側ガ
イド部材３１を対向させた状態で、第１のかごガイドレール５に巻上機台１０を案内させ
るようになっているが、実施の形態２と同様にして、第１のかごガイドレール５のガイド
部の端面にかごレール側ガイド部材３１を対向させた状態で、第１のかごガイドレール５
に巻上機台１０を案内させるようにしてもよい。
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